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は じ め に 
 
 

 京都市の交通事業は，きめ細やかに張り巡らせた市バス路線と市域を東西南

北に貫く大動脈である地下鉄とのネットワークにより，市民生活に欠くことの

できない身近な公共交通機関として，また，観光客の安価で手ごろな交通手段

として，多様な都市活動を支えているとともに，高齢者や障害のある方への対

応，地球環境への配慮など，人やまちにやさしい交通機関としてもその重要性

を増しています。  

 現在，少子化や交通手段の多様化により，お客様の大幅な伸びが期待できな

いなど，交通事業を取り巻く経営環境は全国的に見ても非常に厳しい状態にあ

りますが，「経済性の発揮」と「公共の福祉の増進」という公営企業の基本原則

をしっかりと踏まえ，「京都市基本計画」に掲げる「歩くまち・京都」の実現と

将来にわたって市民の足を確保するという公営交通の責務を果たすため，「京都

市交通事業ルネッサンスプラン」（計画期間：平成１５年度～平成２０年度）や

国制度を活用した「京都市地下鉄事業経営健全化計画」（計画期間：平成１６年

度～平成２５年度）を策定し，その具体的な行動計画である「京都市交通事業

第２次アクションプログラム」に基づき，「すべてはお客様のために」を合言葉

に，一層の経営体質の強化と市バス・地下鉄の利用促進に取り組んでいます。  

 この「京都市交通事業事務事業評価」は，そうした交通局の取り組んでいる

事業の進ちょく状況を管理し，サービス改善と事業の効率化を図るとともに，

市民の皆様やお客様への説明責任を果たすことを目的として，実施しているも

のです。  

今年度は，まず，市バス事業，地下鉄事業の平成１８年度の経営状況につい

て，総括的な評価を行ったうえで，第２次アクションプログラムに掲げた各個

別の事業について，目標とそれに対する実績をもとに達成度を評価しました。  
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Ⅰ 平成１８年度の経営状況 

 

１ 市バス事業 

市民生活の大切な足である市バス路線のネットワークを守っていくために，「京

都市交通事業ルネッサンスプラン」（以下「ルネッサンスプラン」という。）に基

づき，黒字経営体質への転換を着実に進め，平成２１年度での経常収支の均衡を

経営目標として，取組を進めています。 

   平成１８年度は，主な成果として， 

 
① 前年度を上回るお客様の数と運送収益を上げることができました。 

 

お客様サービスの向上と増収・増客の取組では，より積極的にお客様に市バス

をご利用していただくため，ご利用状況に応じた輸送力の増強や交通事情やご利

用実態に見合ったダイヤ設定など，市バス路線・ダイヤの改善を行いました。（→

10 ページ 市バス路線・ダイヤの改善） 

また，よりご利用しやすい市バスを目指して，バスロケーションシステムの増

設（→12 ページ バス待ち環境の改善）やノンステップバスの導入拡大（→32 ペ

ージ 市バス・地下鉄施設のバリアフリー化の推進）を行いました。 

景気の回復や入洛観光客の増加を背景に，こうした増収・増客の取組を行って

きたことにより，お客様の数，運送収益とも，前年度を上回る実績を上げること

ができました。 

 

【お客様の数（一日平均）と運送収益の推移】 
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   ② ４年連続で黒字を達成しました。 

経営体質を強化するための取組では，大きな柱として，バスの運転，営業所の

管理，車両の整備を民間バス事業者に委託する「管理の受委託」の拡大を進め，

国の上限で定められている，事業規模（車両数）の２分の１までの管理の受委託

を，ルネッサンスプランの計画より１年前倒しで達成することができました。こ

の取組により，職員数については，平成１４年度の１,２１２人から平成１９年度

当初には７０８人へと，５年間で５０４人の削減を行い，管理の受委託の２分の

１の完成後では，直営のみで運営した場合と比べて，単年度（平成１９年度予算）

で２５億円もの財政効果を上げる見通しがつきました。（→21 ページ 「管理の受

委託」の拡大） 

【職員数と人件費の推移】 
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このような健全化努力により，平成１８年決算における経常収支は，約９億円

の黒字を達成することができ，平成１５年度に９年振りに黒字を計上して以降，

４年連続となる黒字決算とすることができました。 

【過去５年間の収支状況（経常収支）】 
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２ 地下鉄事業 

 

定時性にすぐれ，環境にもたいへんやさしい市民の財産である地下鉄を将来に

わたって安定的に経営していくため，平成１６年３月に策定した「京都市地下鉄

事業経営健全化計画」（以下「地下鉄事業経営健全化計画」という。）に基づき，

中期的には①平成２３年度に運賃収入で運営費と建設費返済金の利子分をまかな

える状況にすること（現金収支の均衡），長期的には②東西線二条～太秦天神川間

開業後概ね４７年以内に不良債務を解消することを経営目標に，取組を進めてい

ます。 

  平成１８年度は，主な成果として， 

 
① 前年度を上回るお客様の数と運輸収益を上げることができました。 

 

景気の回復や入洛観光客の増加を背景として，積極的な増収・増客に取り組ん

だことや，平成１６年１１月に開通した東西線六地蔵延伸の効果が徐々に表れて

きたことなどにより，お客様の数，運輸収益とも，前年度を上回る実績を上げる

ことができました。特に運輸収益は，運賃改定を平成１８年１月に実施したこと

により，大幅に増加させることができました。 

   増収・増客の取組では，「駅ナカビジネス」として，北大路駅に本格的なコンビ

ニエンスストアを出店したことや，地下鉄駅の空きスペースを貸し出すなど有効

利用を行ったこと，沿線地域と連携した取組として，駅周辺の文化観光施設，商

業施設とタイアップして増客を図ったこと（→15 ページ 地下鉄の増収・増客対策

の実施），さらに，広告料収入を増やす取組として，アドコラム，カード広告など

の新たな媒体を創出する（→16 ページ 広告料収入増対策の実施）など，様々な

手法で増収・増客対策を推進しました。 

【お客様の数（一日平均）と運輸収益の推移】 
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② 着実に収支の改善を図ることができました。 

経営体質を強化する取組では，人件費や経費の削減に取り組んでいます。平成

１６年１１月には，地下鉄東西線の醍醐～六地蔵間が開通し，新たに２駅が開業

するという，人件費や経費が増嵩する要素があったものの，安全性に留意しつつ，

平成１４年度から平成１８年度までの間で職員数を５９５人から５０９人へと 

８６人削減するなど，着実にコストの削減に努めてきました。平成１９年４月か

らは，新たに駅職員業務の民間委託も実施し，一層の人件費の削減に努めていま

す。 

【職員数と人件費の推移】 
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      ※建設部門を除く。 

また，一般会計から，地下鉄事業経営健全化計画に基づいた健全化出資金とし

て，約６４億円の財政支援を受けるとともに，平成１８年１月に運賃改定を行っ

たことなどにより，平成１８年度決算における経常収支は，約１６７億円の赤字

となりましたが，平成１７年度決算より約２０億円改善させることができました。

経営改善の指標としている現金収支（償却前損益）についても，約１６億円改善

させることができました。（→25 ページ 地下鉄事業の長期収支改善） 

【平成１７年度決算との比較】 

 （単位　百万円）

平成17年度決算 平成18年度決算 差　引

 経常収益 23,777  25,052  1,275  

 経常費用 42,513  41,746  △ 767  

 経常収支 △ 18,736  △ 16,694  2,042  

 現金収支 △ 8,070  △ 6,498  1,572  

 累積欠損金 △ 257,237  △ 273,997  △ 16,760  

 不良債務 △ 27,832  △ 28,915  △ 1,083  

区　　　　分 
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Ⅱ 事務事業評価 

 
１ 事務事業評価の実施について 

平成１８年６月に策定した，経営体質の強化や利用促進を図るための年次行動計画「京

都市交通事業第２次アクションプログラム」（以下「第２次アクションプログラム」）の事

業項目を評価対象とし，評価を行いました。 

 （１）評価方法 

平成１８年度の事務事業の実績と決算数値等による事後評価としました。 

各事務事業の評価については，進ちょく状況を表す「活動量指標」とその取組による効

果を表す「成果指標」を設定し，その達成度を勘案し，３段階で評価することとしてい

ます。活動量達成度，成果達成度がともに１００％以上で目標を達成できたものを「Ａ」

の評価とし，いずれか一方が１００％未満となったものを「Ｂ」の評価，さらに，いず

れもが１００％未満で目標を達成できなかったものを「Ｃ」の評価とすることとしまし

た。 

これら，各取組項目の評価結果を踏まえ，事業単位での考察を行うとともに，今後の

方向性を示しました。 

＜総合評価の判断基準＞ 

総合評価 活動量達成度 成果達成度 備  考 

Ａ １００％以上 １００％以上 目標を達成できた。 

Ｂ いずれかが１００％以上 一部目標を達成できなかった。

Ｃ いずれもが１００％未満 目標を達成できなかった。 

 

（２）評価結果の概要 
評価の結果については，全体の８７％である２０項目が「Ａ」という評価です。また，

評価対象事業２３項目すべてが「Ａ」または，「Ｂ」という評価であり，第２次アクション

プログラムの対象事業は着実に進ちょくしていると判断できます。 

＜総合評価の結果＞ 

Ａ Ｂ Ｃ 計 
総合評価 

２０ ３ ０ ２３ 

構成比 ８７％ １３％ ０％ １００％ 
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２ 評価結果一覧 

総合評価
ラム

事業番号

1 Ａ

2 Ａ

3 Ａ

4 Ａ

5 Ｂ

6 Ａ

7 Ａ

8 Ａ

9 Ａ

10 Ａ

11 Ａ

12 Ａ

13 Ａ

14 Ａ

15 Ａ

16 Ａ

17 ―

18 Ｂ

19 Ａ

20 Ｂ

21 Ａ

22 Ａ

23 Ａ

24 Ａ

　乗客増，収入増のための積極的な営業推進

　安全・安心・快適な市バス・地下鉄の運行

　外郭団体改革の推進

　お客様接遇の向上

　分かりやすい案内表示への改善

　地下鉄の増収・増客対策の実施

　観光客誘致事業の実施

　職員の育成と案内・相談の充実によるお客様第一のサービス提供

　地下鉄事業の長期収支改善

　地下鉄の延伸

　経営健全化へ向けた取組の推進

　職員研修と「業績評価制度」の実施

　市民とのパートナーシップの推進

事業名

　市バス・地下鉄の安全対策の推進

　「「歩くまち・京都」交通まちづくりプラン」によるＴＤＭ施策との連携

　市バス路線・ダイヤの改善

　市バスの走行環境改善による定時性の確保

　バス待ち環境の改善

　ＩＴの活用による情報提供

　運賃制度の改善

　市民に愛される市バス・地下鉄を目指したＰＲ活動の実施

　市バス・地下鉄施設のバリアフリー化の推進

　環境保全対策の推進

　人や環境にやさしい公共交通優先型の社会への貢献

　「管理の受委託」の拡大

　総人件費の抑制

　経費の削減

　「生活支援路線」の効率的・効果的な確保策の実施

京都市交通事業第２次アクションプログ

　広告料収入増対策の実施

 
・・17「外郭団体改革の推進」については，実施年度が平成２０年度であるため， 

評価対象外とした。 
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３ 事務事業評価の実施結果 
 

【構成とその内容】 

３ 市バスの走行環境改善による定時性の確保 

…京都府警察との連携やバス専用レーン確保策等，より効果的な対策の検討・実施を通じ，市バ

スの定時性確保に努める。 

この事業を進めるための取組 ①京都府警察との連携の強化及び要望 

②バス専用レーンの機能確保のための関係局等と連携した取組の強化

③運行管理システムの活用 

④交通局職員による啓発活動，旅客案内の継続実施 

活動量指標１ 
活動量目標 活動量実績値 

活動量達成度 
総合評価

京都府警察本部及び全所轄

警察署への要望活動 
各１回の要望活動 

各１回の要望活動

の実施 
１００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

バス専用レーンＰＲ策の実施 ＰＲ策の実施 
実施 

（チラシ作成・配布）
１００％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

走行環境改善啓発活動参加

職員数 

３８４人 

（４８回×８人） 
３８４人 １００％ 

活動量指標４ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

おもてなしキャンペーン参加者数 
８７０人 

（１７年度実績値） 
１,２４１人 １４３％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

延着時分 
１３５時間以下/日 

（１７年度実績値） 
９４時間/日 １４４％ 

Ａ 

３．市バスの走行環境改善による定時性の確保 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

成
果

活動量
 

活動量は京都府警察本部などへの要望活動がなされるとともに，

バス専用レーンＰＲ策を実施したほか，走行環境改善啓発活動や

おもてなしキャンペーンの参加者数を含む，すべての指標で目標

を達成している。また，成果である延着時分の削減も目標に達し

たことから，総合評価は「Ａ」とする。 

 

【考 察】 

○ 各取組とも，計画どおりの活動が行われている。この取組では延着時分の削減という同一の

目標に向かって，個別の活動を着実に取り組むことにより，走行環境は年々改善されている。 
 

【今後の方向性】 

○ 延着時分の削減の数値目標は達成しているが，今後についても実績が悪化しないよう，京都

府警との連携をはじめ，アクションプログラムで掲げた各種取組を継続する。 

①  

 
② 

 

③ 

 

⑤ 

 
④ 

  

⑥ 
⑦ 

 
⑧ 

 
⑨ 
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項目の説明 

① 第２次アクションプログラムの事業名と事業内容 

② 第２次アクションプログラムの事業を進めるための取組 

③ 活動量指標，活動量目標，活動量実績値，活動量達成度★ 

   交通局が行う取組の進ちょく状況を客観的数値や記号等で表したもの 

④ 成果指標，成果目標，成果実績値，成果達成度★ 

交通局の取組による成果を客観的数値や記号等で表したもの 

⑤ 総合評価 

   活動量達成度と成果達成度を総合的に判断して算出した評価 

⑥ 達成度イメージ図 

評価結果をわかりやすくイメージ図で示したもの 

★ 総合評価の判断基準（３段階評価） 

総合評価 活動量達成度 成果達成度 備  考 

Ａ １００％以上 １００％以上 目標を達成できた。 

Ｂ いずれかが１００％以上 一部目標を達成できなかった。

Ｃ いずれもが１００％未満 目標を達成できなかった。 

 

⑦ 評価の根拠 

総合評価を行った根拠を示したもの 

⑧ 考察 

当該事務事業の評価結果を踏まえ，交通局としての考えを示したもの 

⑨ 今後の方向性 

平成１９年度以降の取組の方向性，事務事業評価に係る改善点などについて交通局としての

考えを示したもの 
 
 



  
１ 市バス・地下鉄の安全対策の推進 

…公共交通を安心して利用していただけるよう，より安全な市バス・地下鉄を目指して取組を

進める。 

この事業を進めるための取組 

①市バスの事故防止対策 

②地下鉄の安全輸送確保に向けた取組 

③更なる火災対策としての地下鉄駅への防火戸等の設置 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

「市バス運転士セミナー」 

受講者数 
全対象者への実施 全対象者への実施 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

「全市バス安全運行推進会議」

開催件数 
毎月１回開催 毎月１回開催 １００％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

地下鉄定期教育訓練受講者数 全対象者への実施 全対象者への実施 １００％ 

活動量指標４ 活動量指標 活動量実績値 活動量達成度 

地下鉄駅への防火戸の設置 ４駅に設置 ４駅に設置 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

市バスの有責事故件数 
１６３件以下 

（１３～１７年度平均）
１５６件 １０５％ 

地下鉄の運転事故件数 ０件 ０件 １００％ 

Ａ 

    

１．市バス・地下鉄の安全対策の推進 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量は研修の受講者数，会議の開催や施設整備など，４つの指標

全てで目標を達成している。成果である市バス・地下鉄の事故件数

も目標以下に抑えられたことから総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 市バス運転士に対し，事故防止や接遇向上のためのセミナーを実施したほか，管理の受

委託先の事業者を含めた「全市バス安全運行推進会議」を毎月１回開催し，成果指標で

ある事故件数を目標以下にすることができた。 

○ 地下鉄についても，定期教育訓練などを着実に実施しているほか，年次計画により地下鉄駅

に防火戸の整備を行うなど，安全な地下鉄運営を進めている。 
○ 安全対策を推進し，安全性を高めることは，市バス・地下鉄に対するお客様の安心感と更な

る利用拡大へつながることが期待される。 

【今後の方向性】 

○ 引き続き，事故防止に向けた取組を進めるとともに，地下鉄では年次計画で整備している防

火戸の設置を着実に推進するなど，安全・安心・快適な市バス・地下鉄の運行に努めていく。 
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２ 市バス路線・ダイヤの改善 

…市バス系統及びダイヤについて，利便性の向上と効率化の観点からの見直しを実施し，お客

様の一層の利用促進を図る。 

この事業を進めるための取組 

①市バス系統の見直し 

②市バスダイヤの適正化 

③「１００円循環バス」の利用促進策の実施 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

旅客需要に見合った系統の

見直し 
運転計画の実施 実施 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

ダイヤの見直し 年１回の点検の実施 実施 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

市バスの旅客数 

（敬老等を除く。） 

２２９，９６０人/日 

（１７年度実績値） 
２３６，６０７人/日 １０３％ 

Ａ 

２．市バス路線・ダイヤの改善 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量は旅客需要に見合った系統の見直しなど運転計画の実施や，

区間運転時分の調整をはじめとするダイヤの見直しがなされ，目標

を達成している。成果である市バスの敬老等を除いた旅客数につい

ても目標に達したことから，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 市バスの旅客数について，敬老等の乗車負担金を他会計から繰り入れ，人数に換算した

分が６千人減少したものの，一般のお客様は７千人増加させることができた。 

○ 両取組とも成果である市バスの旅客数に大きな影響を与えるものであるが，施設の開設や市

バスの走行環境，入洛観光客の動向など，本取組以外の多くの要素から影響を受けることに

留意する必要がある。  

【今後の方向性】 

○ 引き続き，鉄道駅の開設に合わせた市バス路線の見直しなど，旅客需要の変化に応じた，利

用しやすい系統とすることや，道路交通事情に合わせたダイヤ調整を実施することにより定

時性を確保するなど，効率的かつ利便性の高い市バス路線網の構築に努める。 
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３ 市バスの走行環境改善による定時性の確保 

…京都府警察との連携やバス専用レーン確保策等，より効果的な対策の検討・実施を通じ，市

バスの定時性確保に努める。 

この事業を進めるための取組 

①京都府警察との連携の強化及び要望 

②バス専用レーンの機能確保のための関係局等と連携した取組の強化 

③運行管理システムの活用 

④交通局職員による啓発活動，旅客案内の継続実施 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

京都府警察本部及び全所轄

警察署への要望活動 
各１回の要望活動 各１回の要望活動

の実施 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

バス専用レーンＰＲ策の実施 ＰＲ策の実施 
実施 

（チラシ作成・配布）
１００％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

走行環境改善啓発活動参加

職員数 

３８４人 

（４８回×８人） 
３８４人 １００％ 

活動量指標４ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

おもてなしキャンペーン参加者数 
８７０人 

（１７年度実績値） 
１,２４１人 １４３％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

延着時分 
１３５時間以下/日 

（１７年度実績値） 
９４時間/日 １４４％ 

Ａ 

３．市バスの走行環境改善による定時性の確保 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量は京都府警察本部などへの要望活動がなされるとともに，バ

ス専用レーンＰＲ策を実施したほか，走行環境改善啓発活動やおも

てなしキャンペーンの参加者数を含む，すべての指標で目標を達成

している。また，成果である延着時分の削減も目標に達したことか

ら，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 各取組とも，計画どおりの活動が行われている。この取組では延着時分の削減という同一の

目標に向かって，個別の活動を着実に取り組むことにより，走行環境は年々改善されている。 

【今後の方向性】 

○ 延着時分の削減の数値目標は達成しているが，今後についても実績が悪化しないよう，京都

府警との連携をはじめ，第２次アクションプログラムで掲げた各種取組を継続する。 
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４ バス待ち環境の改善 

…バスロケーションシステムや上屋・ベンチなどの設置，バス停留所間の距離の改善など，バス

停留所を総合的に充実させることにより，お客様に快適なバス待ち環境を提供する。 

この事業を進めるための取組 

①バスロケーションシステムの増設 

②「市バス接近表示器」の設置 

③バス停留所環境の整備 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

バスロケーションシステムの 

設置数 
８基 ８基 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

「市バス接近表示器」の設置数 ３基 ３基 １００％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

停留所上屋の設置数 ５基 ６基 １２０％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

市バスの旅客数 

（敬老等を除く。） 

２２９，９６０人/日 

（１７年度実績値） 
２３６，６０７人/日 １０３％ 

Ａ 

４．バス待ち環境の改善 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量は，バスロケーションシステム，地下鉄駅への「市バス接近

表示器」の設置数及びバス停留所施設の上屋を目標どおり設置する

ことができた。成果目標である敬老乗車証等を除く市バス旅客数に

ついても目標である前年度実績以上の旅客数を確保することができ

たため，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ バスロケーションシステムは，お客様にバスの接近情報をリアルタイムでお知らせするもの

であり，また，バス停留所施設の上屋整備も快適にバス待ちができることから，双方とも増

設することにより，お客様の利便性向上及び利用促進に大きく貢献した。 
○ 地下鉄への市バス接近表示器の設置は，市バスと地下鉄を乗り継ぐお客様の利便性を向上さ

せ，利用促進を図ることができた。 
○ 成果の一日当たりの「市バス旅客数（敬老乗車証等を除く。）」は，バスロケーションシステ

ムや地下鉄駅への市バス接近表示器等だけによって達成できるものではなく，交通局の他の

利用促進策や京都市の観光客誘致施策などが相まって得られるものであることを留意する必

要がある。 

【今後の方向性】 

○ 今後とも，着実に施設の整備を行い，より多くのお客様にご利用いただけるよう，快適なバ

ス待ち環境改善に努めていく。 
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５ ＩＴの活用による情報提供 

…ホームページやモバイル端末などを活用し，市民や観光客等が必要とする情報を迅速かつ的

確に提供することで，お客様の利便性向上を図る。 

この事業を進めるための取組 
①交通局ホームページの充実 

②「京都界わい観光案内システム」との連携 

活動量指標 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価 

ホームページ新規作成ページ数 ５０ページ ５９ページ １１８％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

ホームページへのアクセス件数

（携帯端末を含む。） 

４５，３４３件/日 

（１７年度実績値） 
４０，２６９件/日 ８９％ 

Ｂ 

５．ＩＴの活用による情報提供 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

成
果

活動量
 

活動量の交通局ホームページにおける新規作成ページ数は，目標を

達成している。しかし，成果であるホームページへのアクセス件数

（携帯端末を含む。）については目標に達しなかったことから，総合

評価は「Ｂ」とする。 

【考 察】 

○ ホームページで常に新鮮な情報を提供することは，アクセス数の増加に大きな影響を与え，

市バス・地下鉄の利用促進につながるものと考えられる。 

○ 他のシステムと連携し，情報を提供することについても，お客様の市バス・地下鉄への関心

を喚起し，利用促進に大いに貢献するものであり，修学旅行生用ホームページとして，平成

１９年３月に全国で初めて開設された「きょうと修学旅行ナビ」において，交通局からも市

バス・地下鉄の利用方法や，観光に便利なカード乗車券の情報を発信している。 

【今後の方向性】 

○ 今後も，質・量ともに充実した魅力あるホームページ作りを通じて，市バス・地下鉄の取組

をＰＲし，お客様の理解を深めるよう努めていく。 

○ パソコン，携帯電話から簡単な操作で市バス・地下鉄の経路が検索できるサービス「洛ナビ」

を平成１９年１０月１８日からスタートさせた。今後，この洛ナビの活用について，検討を

進めていく。 
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６ 分かりやすい案内表示への改善 

…時刻表や路線図をはじめとする案内表示等を，すべてのお客様に分かりやすく利用しやすい

ように改善する。 

この事業を進めるための取組 

①分かりやすい市バス・地下鉄路線図の作成 

②地下鉄駅の主要乗継駅における案内板等の設置 

③外国人観光客向け案内表示の充実 

④観光系統における観光案内の充実 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

路線図の変更 
年１回以上の見直し

の実施 
見直しの実施 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

地下鉄主要乗継駅における

乗継案内板の設置数 
４駅に設置 ４駅に設置 １００％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

烏丸線出入口の案内標識の

４箇国語表記への改善数 
８駅で実施 ８駅で実施 １００％ 

活動量指標４ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

市バス車内放送における案内

内容の充実 
英語案内放送の追加 実施 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

市バス・地下鉄の旅客数 

（敬老等を除く。） 

５２０，６９７人/日 

（１７年度実績値） 
５２９，５２２人/日 １０２％ 

Ａ 

６．分かりやすい案内表示への改善 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の路線図の見直しをはじめ，地下鉄主要乗継駅における地下

鉄と市バスの乗継案内板の設置や，地下鉄烏丸線の駅出入口を示す

案内標識の４箇国語表記への改善，更には観光地を走る市バスの車

内放送に，観光地や鉄道への乗換等の英語案内放送を追加し，内容

を充実させるなど，すべての指標において目標を達成している。成

果である敬老乗車証等を除く市バス・地下鉄の旅客数についても，

昨年度の実績を上回り目標を達成していることから，総合評価は

「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 地下鉄主要乗継駅における地下鉄と市バスの乗継案内板の設置や地下鉄烏丸線出入口を示す

案内標識の４箇国語表記への改善は，目標どおり取組を進めており，お客様の利便性向上に

寄与している。 
○ 市バス・地下鉄路線図や市バスの車内放送についても，市バスの運転計画の変更に合わせ，

内容の充実を図っている。 

【今後の方向性】 

○ 観光客など京都に馴染みのない方をはじめとして，京都にお住まいになっている方々にとっ

ても，市バス・地下鉄における案内表示は極めて重要であり，より分かりやすく，利用しや

すいものとなるよう着実に改善を進めていく。 
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７ 地下鉄の増収・増客対策の実施 

…地下鉄駅の空きスペース等を有効に活用することにより駅の魅力アップと増収を図るととも

に，駅周辺地域の特性に応じた増客対策を推進する。 

この事業を進めるための取組 

①地下鉄駅の有効利用による「駅ナカビジネス」の展開 

②地下鉄駅を中心とした，周辺地域との連携による集客・活性化方策の

推進 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

駅ナカビジネスの新規出店数 １店舗開店 １店舗開店 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

駅周辺の施設と連携した 

事業数 
１事業実施 １事業実施 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

地下鉄の旅客数 
２９０，７３７人/日 

（１７年度実績値） 
２９２，９１５人/日 １０１％ 

駅構内有効利用収入 
９９百万円 

（１７年度実績値） 
１億２２百万円 １２３％ 

Ａ 

７．地下鉄の増収・増客対策の実施 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の駅ナカビジネスの新規出店数については，北大路駅のコン

ビニエンスストアを平成１９年３月に開設し，駅周辺の施設と連携

した事業数についても，平成１９年春に丸太町駅・烏丸御池駅周辺

地域で，「地下鉄で春のお出かけキャンペーン」事業を実施するな

ど，目標を達成している。成果である地下鉄の旅客数や駅構内有効

利用収入も前年度実績を上回り，目標を達成していることから，総

合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 駅ナカビジネスについては，毎年着実に有効利用収入を伸ばすとともに，平成１９年３

月にコンビニエンスストア「洛マート」北大路駅店を開店するなどの店舗展開も計画ど

おり実施しているほか，平成１８年１０月には京都駅構内の一部を有料のイベントスペ

ースとして活用する事業も開始した。 

○ これらの取組により，お客様の利便性向上はもとより，有効利用収入についても目標を

上回るとともに，地下鉄のお客様の増加にも寄与している。 

【今後の方向性】 

○ 平成１９年４月の東西線山科駅構内へ現金自動預払機（ＡＴＭ）を設置したのをはじめ，平

成１９年１０月には烏丸線京都駅に女性向け雑貨店「ＫｉＴＴｏ」を出店した。 
今後とも，乗降客の多い駅を中心に，「駅ナカビジネス」の展開を検討する。 

○ 観光名所や公共施設など駅周辺の特色ある施設とタイアップし，駅ごとの魅力を高め，地下

鉄の利用促進に努める。 
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８ 広告料収入増対策の実施 

…既存の広告枠の活性化と新たな広告の導入を推進し，増収を図る。 

この事業を進めるための取組 

①「広告販売促進チーム」の新設 

②既存広告の活性化 

③新たな広告の研究・開発 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

広告販売促進キャンペーンの

実施 
広告販売促進キャン

ペーンの展開 
新たな広告案内 
パンフレット作成 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

横枠広告の稼働率 

８７．４％（１７年度実績）
９４．０％ １０８％ 既存広告の活性化策 

（横枠広告と電照広告の 

稼働率） 
電照広告の稼働率 

６７．５％（１７年度実績）
７７．０％ １１４％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

新規に導入した広告媒体数 新規媒体件数３件 ８件 ２６７％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

市バス・地下鉄の広告料収入 
１０億１２百万円 

（計画値） 
１０億３６百万円 １０２％ 

Ａ 

８．広告料収入増対策の実施 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

「広告販売促進キャンペーン」として新たに広告案内のパンフレッ

トを作成し販売活動に積極的に取り組んだほか，既存の電照式看板

枠の稼働率も着実に上昇し，新規に導入した広告媒体数も目標を上

回った。成果である市バス・地下鉄の広告料収入の増加も目標を達

成していることから，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 広告料収入を増加させるため，「広告販売促進キャンペーン」として，新たに分かりやすい広

告案内の総合パンフレットを活用し，交通局指定広告代理店と協力して企業などへの販売活

動を積極的に展開した。 
○ また，従来からの継続した取組として，特に電照式看板の空枠対策については，「複数一括契

約割引キャンペーン」を平成１７年４月から引き続き実施し，空枠の減少と収入増加に取り

組んだ。 

【今後の方向性】 

○ 平成１７年度から平成２０年度までで広告料収入の１億円増収を図ることを目標に，引き続

き「広告販売促進キャンペーン」に取り組む。 
○ 電照式看板の「複数一括契約割引キャンペーン」により，空枠を減少させることができたが，

新規広告媒体の開発や新たな販売促進策，更には，一括契約の際に行っている割引額の見直

しなどを講じることにより，広告料収入の更なる増収に取り組んでいく。 
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９ 運賃制度の改善 

…お客様にとってシンプルで分かりやすく，より一層市バス・地下鉄をご利用いただけるように，

ＩＣカード乗車券の導入や企画乗車券の充実などの運賃制度の改善を行う。 

この事業を進めるための取組 

①ＩＣカード乗車券（ＰｉＴａＰａ）の導入 

②企画乗車券の充実 

③定期券制度の充実 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

企画乗車券の発売枚数 
２８７，８１３枚 

（１７年度実績値） 
３３８，１７５枚 １１７％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

市バス通勤フリー定期券の発売

枚数(地下鉄との連絡定期を含む。) 

８２，１５０枚 

（１７年度実績値） 
１０３，３５８枚 １２６％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

市バス通学定期券の改善 
改善の実施 

（通用期間の拡大） 

改善の実施 

（通用期間の拡大）
１００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

市バス・地下鉄の旅客収入 
９１百万円/日 

（１７年度実績値） 
９４百万円/日 １０３％ 

Ａ 

         

９．運賃制度の改善 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の企画乗車券・市バス通勤フリー定期券の発売枚数，市バス

の通学定期券の改善は，ともに目標を達成することができた。成果

である市バス・地下鉄の旅客収入も目標を達成していることから，

総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 他の鉄道会社やバス会社と連携した企画乗車券は，観光で京都を訪れる方にとって利用しや

すいものであることから好評であり，発売枚数を増やすことでお客様の増加を図ることがで

きた。 

○ 「市バス通勤フリー定期券」（平成１７年４月発売）や「市バス通勤フリー定期券と地下鉄定

期との連絡定期券」（平成１８年１月発売）などの市バス・地下鉄のネットワークを生かした

新たに発売した定期券は大変好評であり，旅客収入やお客様の増加に大きく貢献している。 

【今後の方向性】 

○ 各取組とも，引き続きＰＲ活動を継続し，お客様の増加に努めていく。 
○ 平成１９年４月１日からＰｉＴａＰａなどのＩＣカードの利用サービスを地下鉄で開始した。

さらに，平成１９年５月には京都市交通局の独自カード「京都ぷらす ＯＳＡＫＡ ＰｉＴａ

Ｐａ」を発行し，今後，これを活用した商業施設との連携など，一層の利便性向上に努めて

いく。 
○ 新しい企画乗車券や運賃制度の改善については，お客様のニーズや収益性を見極めつつ，引

き続き，検討を進める。 
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１０ 市民に愛される市バス・地下鉄を目指したＰＲ活動の実施 

…様々な取組を通じて市バス・地下鉄を積極的にＰＲすることにより，交通局のイメージアップを

図り，旅客増を目指す。 

この事業を進めるための取組 

①アートパフォーマンスｉｎ山科駅の開催 

②「区民ふれあいまつり」への参加 

③「スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつり」への参加 

④市の事業とのタイアップ 

⑤オリジナルグッズの企画・販売 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

アートパフォーマンスｉｎ山科駅

の開催数 
毎月開催 

（合計１２回） 
毎月開催 

（合計１２回） １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

「区民ふれあいまつり」への 

参加 
年間２回参加 年間３回参加 １５０％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

「スルッとＫＡＮＳＡＩバス 

まつり」への参加 
参加（年１回） 参加（年１回） １００％ 

活動量指標４ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

花灯路事業とのタイアップ １事業 １事業 １００％ 

活動量指標５ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

発売したオリジナルグッズの 

種類 
２種類 ２種類 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

市バス・地下鉄の旅客数 

（敬老等を除く。） 

５２０，６９７人/日 

（１７年度実績値） 
５２９，５２２人/日 １０２％ 

Ａ 

１０．市民に愛される市バス・地下鉄を目指したＰＲ活動の実施 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の「アートパフォーマンス in 山科駅」の開催数，各区で実施

される「区民ふれあいまつり」への参加，「スルッとＫＡＮＳＡＩバ

スまつり」への参加は目標を達成している。また，花灯路事業との

タイアップやオリジナルグッズの新規発売についても目標を達成し

ている。成果である市バス・地下鉄の旅客数も目標を大きく上回っ

たことから，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 各種イベントへの参加は，お客様に直接市バス・地下鉄をＰＲできる絶好の機会であり，利

用者の増加につながるものである。 
○ オリジナルグッズの企画・販売は，市バス・地下鉄のイメージアップになると同時に，商品

発売による直接的な収入を伴うことから，積極的な販売促進策を講じていく。 
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【今後の方向性】 

○ 更なるお客様の増加につなげるため，各種イベントに引き続き参加するとともに，その内容

の充実にも努める。 
○ 市バス・地下鉄のブランドイメージの定着と収益の向上を両立させるべく，引き続き，需要

に見合った適切なグッズの作成と販売に取り組む。 
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１１ 観光客の誘致による増客対策の実施 

…観光客５,０００万人を目指す「新京都市観光振興推進計画」に基づき，積極的に旅客誘致

を図るとともに，より多くの観光客に市バス・地下鉄による快適な京都観光を楽しんでいただ

けるよう利便性の向上に取り組む。 

この事業を進めるための取組 
①「洛バス」の利用促進に向けた取組 

②定期観光バス事業の利用促進策の推進 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

観光シーズンにおける洛バス

の増発 
増発計画 
２０回/日 ３０回／日 １５０％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

定期観光バス事業の利用促

進策の実施 
利用促進策の実施 

「京都おこしやす 

大学」との連携 
１００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

定期観光バスの旅客数 
３１，４５９人/年 

（１７年度実績値） 
３２，０６６人/年 １０２％ 

年間入洛観光客数 
４，７２７万人 

（１７年度実績値） 
４，８３９万人 １０２％ 

Ａ 

  

１１．観光客の誘致による増客対策の実施 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の観光シーズンにおける洛バスの増発や定期観光バス事業の

利用促進策の実施は目標を達成している。成果である定期観光バス

の旅客数，年間入洛観光客数も目標を達成していることから，総合

評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 観光客誘致施策については，定期観光バス事業において，食事有無の希望選択制導入コース

の拡大や，体験型観光施策である「京都おこしやす大学」との連携を図るなどの改善を行う

とともに，洛バスについても観光シーズンを中心に増発したことにより，観光客の市バスの

利用促進につながっている。 
○ 京都市への観光客数自体は，定期観光バスや洛バスの運行の取組はもとより，京都市の観光

客誘致施策や交通局の他の利用促進策などが相まって得られた成果であることに留意する必

要がある。 

【今後の方向性】 

○ お客様のニーズに合った定期観光バスとなるよう，引き続き利用促進策に取り組む。 
○ 洛バスについて，東山方面行きの１００号系統に加えて，金閣寺方面行きの１０１号系統も

観光シーズンの土曜日，休日に増便を行うなど，観光客数の増加と市バスの利用促進に向け

て，積極的な取組を進めていく。 
○ 観光客数と市バス・地下鉄のお客様の増加に向け，今後とも，市の観光客の誘致施策との連

携を図っていく。 
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１２ 「管理の受委託」の拡大 

…京都市が路線，運賃等の決定に責任を負う公営としての長所を活かしながら，民営並の低

コストでの運営を行い，事業の効率化を図るため，市バスの「管理の受委託」を１９年度まで

にバス事業規模全体の２分の１まで拡大する。 

この事業を進めるための取組 「管理の受委託」の前倒し実施 

活動量指標 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

バス運行業務の委託 
西賀茂営業所の 

一部委託 

西賀茂営業所の 

一部委託 
１００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

延べ委託車両数 
３７５両 

（バス事業規模の２分の１）
３７５両 １００％ 

Ａ 

１２．「管理の受委託」の拡大 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量については，昨年の梅津営業所の一部に引き続き，西賀茂営

業所の一部を京都バスに委託したことにより，目標を達成するとと

もに，ルネッサンスプラン全体の目標であった，市バス事業規模の

２分の１までの拡大も１年前倒しで完了した。成果である延べ委託

車両数についても，バス事業の２分の１までの目標を達成している

ことから，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 平成１２年３月に横大路営業所において，全国に先駆けて，公営バス事業者として初めて管

理の受委託を実施した。その後，平成１６年３月には洛西営業所，平成１７年３月には九条

営業所の一部，平成１８年３月には梅津営業所の一部と着実に委託規模を拡大し，平成１９

年３月に西賀茂営業所の一部を委託することで，事業規模（全車両数）の２分の１までの拡

大を１年前倒しで達成できた。 
○ 管理の受委託による経費削減効果は，単年度（平成１９年度予算）で２５億円，受委託の開

始時から今日までの累計では１００億円にも上る非常に大きなものであり，経営健全化の主

要な柱である。 

【今後の方向性】 

○ 交通局として，路線，ダイヤ，運賃等の決定に責任を持ちつつ，経費の削減を推進していく

ためには，管理の受委託が最善の方策であり，事業規模の２分の１までの委託拡大が完成し

たこの体制のもと，今後においても安全で効率的，経済的な委託が維持できるよう取り組ん

でいく。 
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１３ 総人件費の抑制 

…職員数の削減を着実に進め，給与制度を厳正に運用することで，総人件費の継続的な抑制

に努め，交通事業者として市民の足を守っていく。 

この事業を進めるための取組 

①職員数の削減 

②管理職手当の減額 

③休日勤務手当の解消 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

職員数の削減 
バス営業所の「管理の受委

託」を１年前倒しして完了

管理の受委託の 

完了 
１００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

管理職手当の減額による 

人件費の削減 

管理職手当の減額に

よる人件費の削減 

管理職手当の減額の

実施 
１００％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

休日勤務手当の解消による

人件費の削減 

休日勤務手当の解消

による人件費の削減

休日勤務手当の解消

の実施 
１００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

総人件費の縮減割合 

（対１４年度比，％） 
対１４年度比７６％ 

対１４年度比７１％

（１４１億円） 
１０７％ 

Ａ 

１３．総人件費の抑制 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の３つの指標は，すべて目標を達成している。成果である総

人件費の縮減割合も目標を達成していることから，総合評価は「Ａ」

とする。 

【考 察】 

○ 職員数の削減をはじめ，管理職手当の減額や休日勤務手当の解消の取組についても，昨年度

から引き続き計画どおりに実施され，その他，指導手当など特殊勤務手当の見直しにも積極

的に取り組んだ。その結果，成果目標を上回る人件費の削減ができており，交通局全体の経

営健全化に大きく寄与している。 

【今後の方向性】 

○ 引き続き，ルネッサンスプランや第２次アクションプログラムで掲げた人件費削減策を推進

していく。 
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１４ 経費の削減 

…２０年度で対１４年度予算比１割（１０％）の削減の達成に向けて，事務事業評価の活用等

により事業の徹底した見直しを行い，費用の削減を目指す。 

この事業を進めるための取組 

①削減目標額及び予算枠の設定 

②事務事業評価等を活用した予算の見直し 

③予算の執行管理の強化 

活動量指標 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

経費の削減額 
６億４百万円 
（年次計画値） 

８億２１百万円 
バス３億３３百万円 
地下鉄４億８８百万円 

１３６％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

平成１４年度予算に対する 

削減率 

対１４年度予算比 

８％削減 
９％削減 １１３％ 

Ａ 

１４．経費の削減 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の経費の削減額については，目標を達成している。成果であ

る平成１４年度予算に対する削減率も目標を達成していることか

ら，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 目標を上回る経費削減を達成しており，交通局の財政健全化に大きく寄与している。 

【今後の方向性】 

○ 今後も積極的に経費削減に努め，交通局全体の経営健全化を推進していく。 
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１５ 「生活支援路線」の効率的・効果的な確保策の実施 

…市バス系統において，運営コストを民営並に縮減したとしても，収支が赤字となる「生活支援

路線」について，市民の足を守るため，系統の維持を図る。具体的には，当面の財政措置と

して一般会計からの繰入を確保するとともに，効率的な運行と利便性の向上の両立を目指

した「小型バス・ジャンボタクシー代替モデル実証実験」を実施し，運営方策についての方向

付けを行い，「生活支援路線」の確保策の確立を目指す。 

この事業を進めるための取組 
①「生活支援路線」に対する一般会計支援 

②「小型バス・ジャンボタクシー代替モデル実証実験」の継続実施 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

一般会計からの財政支援の額 所要額の確保 
１１億２１百万円の

確保 
１００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

小型バス・ジャンボタクシー代替モ

デル実証実験によるコストの削減 

２億２７百万円 

（１７年度コスト） 
２億１８百万円 １０４％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

実証実験系統の収支改善額 
２８百万円 

（１７年度実績値） 
５１百万円 １８２％ 

Ａ 

１５．「生活支援路線」の効率的・効果的な確保策の実施 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量は，「生活支援路線」を将来に渡って維持していくための方策

として，一般会計からの補助金を引き続き受けるとともに，平成

１７年７月から「小型バス・ジャンボタクシー代替モデル実証実験」

を開始しコスト削減を図り，目標を達成している。成果であるこの

実験系統の収支改善効果についても，コスト削減とお客様の利用の

増加により５１百万円改善し目標を達成していることから，総合評

価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 「京都市交通事業審議会」からの答申により，民営並コストで運営してもなお赤字となる路

線に対する財政支援として，一般会計から引き続き補助が得られていることは，生活支援路

線の維持に向けて非常に有効な取組である。 
○ 生活支援路線を維持していくための取組として，「京都のバス事業を考える会」からの答申を

受け，平成１７年７月から「小型バス・ジャンボタクシー代替モデル実証実験」を実施して

いる。この実験において，小型バスとジャンボタクシーを活用して，コスト削減と利便性向

上によるお客様の増加を図ることにより，収支改善の面で大きな成果を得ることができた。 

【今後の方向性】 

○ 市の一般会計に対し，生活支援路線に対する財政支援を継続して要望していく。 

○ 引き続き「小型バス・ジャンボタクシー・代替モデル実証実験」に取り組み，その成果を他

の生活支援路線の確保に生かしていく。 

○ 生活支援路線を維持するための新たな仕組みの構築に取り組んでいく必要がある。 
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１６ 地下鉄事業の長期収支改善 

…将来にわたり，安定的かつ持続可能な地下鉄の経営を確保するため，「地下鉄事業経営健

全化対策」等国制度の活用を図るとともに，交通局の健全化努力及び一般会計からの支援

措置を得て，地下鉄事業の長期収支の改善を図る。 

この事業を進めるための取組 

①「地下鉄事業経営健全化計画」の着実な推進 

②地下鉄駅職員業務の民間委託化の実施 

③東西線線路使用料の見直し 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

健全化出資金の確保 健全化出資金の確保 ６３億８６百万円の
確保 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

利用者負担緩和支援補助金

の確保 

利用者負担緩和 

支援補助金の確保 

４億６６百万円の 

確保 
１００％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

東西線（御陵～三条京阪間）

線路使用料の削減額 

１７億円 

（計画値） 
１７億円 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

現金収支（償却前損益） 
△８１億円 

（１７年度実績値） 
△６５億円 １２５％ 

Ａ 

１６．地下鉄事業の長期収支改善 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の地下鉄事業経営健全化計画に基づく一般会計からの健全化

出資金や運賃改定時に受けることとなった利用者負担緩和支援補助

金について確保したほか，東西線線路使用料についても引き続き減

額が図れ，目標を達成した。成果である現金収支（償却前損益）は

平成１７年度実績値から改善し，目標を達成していることから，総

合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 本取組は，地下鉄事業の不良債務を解消し，交通局の経営健全化を推進していくための中心

的な取組であり，将来にわたり，安定的かつ持続可能な経営を確保するために必要不可欠な

ものである。 

○ 平成１８年 1 月には，地下鉄運賃改定を実施した。実施に際しては，新たに駅職員業務の一

部を民間委託化する計画を策定するなど，更なる経営健全化に着手するとともに，一般会計

からの利用者負担緩和支援を受けることにより，計画で見込んでいた１０％の改定率を 

７.４％に抑制した。 

【今後の方向性】 

○ 地下鉄事業経営健全化計画に基づく取組を推進するとともに，交通局における一層の健全化

努力として，平成１９年４月から開始した駅職員業務の一部民間委託化を着実に推進し，地

下鉄事業の長期収支の改善を図っていく。  
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１８ お客様接遇の向上 

…お客様により一層満足していただける市バス・地下鉄を目指し，市バス・地下鉄案内所の機

能の充実を図るとともに，職員への表彰や指導を行うなど，信賞必罰を明確にした制度を実

施する。 

この事業を進めるための取組 
①市バス・地下鉄案内所の新設と機能の充実 

②「市バス・地下鉄サービスアップ優秀職員モニター制度」の継続実施 

活動量指標 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

モニター延べ調査回数 
１０，１９０回 

（１７年度実績値） 
９，８５７回 ９７％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

「お客様の声」における礼状 

の数 

６７件 

（１７年度実績値） 
８１件 １２１％ 

Ｂ 

１８．お客様接遇の向上 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

成
果

活動量
 

活動量のモニター延べ調査回数については目標数を下回った。しか

し，成果である「お客様の声」における礼状の数は目標を上回った

ことから，総合評価は「Ｂ」とする。 

【考 察】 

○ お客様接遇の向上には，最前線の現場職員のマナー向上が不可欠であり，そのため交通局の

管理職員が接遇状況の調査を行い，現場職員への指導を行うことは，非常に効果的な取組で

ある。 

○ こうした取組の結果，お客様から寄せられた礼状の数は，目標である前年度実績を上回って

おり，職員の資質の向上は確実に図れているものと考えられる。 

【今後の方向性】 

○ お客様への感謝表明やお客様の立場に立った案内や応対ができる接遇の優秀な職員に対して

表彰する一方，接遇が不良な運転士については個別研修の強化をはじめとした厳しい指導を

行い，問題がある運転士については処分の対象とするなど，信賞必罰の強化を図り，職員全

体の資質向上に努めていく。 
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１９ 職員研修と「業績評価制度」の実施 

…市バス・地下鉄が，将来にわたって愛され信頼される「市民の足」となるよう職員研修を実施

するなど，職員の更なる意識向上を目指すとともに，「業績評価制度」を実施し，業務改善と

管理監督職員の人材育成を図る。 

この事業を進めるための取組 

①所属研修の充実 

②実務研修の充実 

③基本研修の充実 

④外国人観光客に対する接遇向上に向けた研修の実施 

⑤「業績評価制度」の実施 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

所属研修の実施回数 １３１回 １３１回 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

実務研修の実施回数 ６２回 ６２回 １００％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

基本研修の実施回数 ５回 ５回 １００％ 

活動量指標４ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

外国人観光客に対する接遇向

上に向けた研修の実施回数 
８回 ８回 １００％ 

活動量指標５ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

「業績評価制度」の実施 実施 実施 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

「お客様の声」における礼状 ６７件 

（１７年度実績値） 
８１件 １２１％ 

Ａ 

の数  

１９．職員研修と「業績評価制度」の実施 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の各研修の実施回数は目標を達成している。また，業績評価

制度についても課長級以上の職員を対象に実施することができ目標

は達成している。成果である「お客様の声」における礼状件数につ

いても目標に達していることから，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 職員研修の充実を図ることは，職員の意識改革につながり，お客様サービスの向上に直結す

るものである。 
○ 研修による効果の発現は必ずしも短期間で評価できるものではなく，中長期的に見守ってい

くことも必要である。 
○ 管理職員が自ら設定した目標達成に向け，創意工夫しながら事務を遂行する「業績評価制度」

を平成１８年度から実施した。 
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【今後の方向性】 

○ 引き続き，安全運転やマナー等の研修には全員の受講を目指す一方，職員がどのような研修

を望んでいるかニーズの把握に努める。 
○ 業績評価制度について，新たに能力評価を加えた人事評価制度を平成１９年度から実施し，

業務改善や人材育成を図る。 
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２０ 市民とのパートナーシップの推進 

…お客様から幅広く意見・要望を受け付けることや関係ＮＰＯ団体等との懇談により，交通局

に対するお客様のニーズの把握に努め，今後の事業運営に反映させる。 

この事業を進めるための取組 

①「お客様の声」の聴取及び反映に向けた取組 

②お客様に対する「利用者アンケート」の実施 

③「交通局運営方針」の策定 

④関係ＮＰＯ団体等との懇談 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

「お客様の声」の受付件数 
１，４０７件 

（１７年度実績値） 
１，２９０件 ９２％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

「交通局運営方針」の策定 策定 策定 １００％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

関係ＮＰＯ団体等との懇談の 

実施 

懇談の実施 

（１回以上） 
３回実施 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

お客様の声の回答率 １００％ １００％ １００％ 

Ｂ 

２０．市民とのパートナーシップの推進 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

成
果

活動量
 

活動量の「交通局の運営方針」の策定や関係ＮＰＯ団体等との懇談

について実施できたが，「お客様の声」の受付件数については目標に

達しなかった。成果であるお客様への声の回答件数割合については

回答が必要なものについてはすべて回答でき，目標を達成している

ことから，総合評価は「Ｂ」とする。 

【考 察】 

○ いずれも市民とのパートナーシップを緊密にするものであり，市民ニーズに応えたサービス

を提供するうえで，非常に重要な取組である。 

【今後の方向性】 

○ お客様の声については，市長への手紙（電子メールを含む。），京都市政情報総合案内コール

センター（いつでもコール），交通局への書状等や交通局ホームページへの電子メールなど多

様な方法で礼状，苦情，意見・要望などを受け付けている。今後も，お寄せいただいたご意

見を事業に反映できるよう生かしていく。 
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２１ 地下鉄の延伸 

…地下鉄東西線（二条～太秦天神川間）の早期開通を目指すとともに，新たな整備手法も視

野に入れた地下鉄の更なる延伸（烏丸線：竹田以南，東西線：太秦天神川以西）の検討を行

う。 

この事業を進めるための取組 地下鉄東西線（二条～太秦天神川間）の開通及び建設費の削減 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

土木工事の進ちょく率 ９５％ ９９％ １０４％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

軌道工事の進ちょく率 ９５％ １００％ １０５％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

建築工事の進ちょく率 ３０％ ３３％ １１０％ 

活動量指標４ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

駅設備工事の進ちょく率 ５０％ ５７％ １１４％ 

活動量指標５ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

電力設備工事の進ちょく率 ７０％ ７９％ １１３％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

東西線（二条～太秦天神川

間）の予定どおりの開業 
― ― ― 

Ａ 

２１．地下鉄の延伸 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の土木工事・軌道工事・建築工事・駅設備工事・電力設備工

事の進ちょく率は，目標を達成している。成果については，東西線

（二条～太秦天神川間）の開業日を，当初予定を２箇月前倒しし，

平成２０年１月１６日とすることができたことから，総合評価は

「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 東西線二条～太秦天神川間については，延伸工事が順調に進ちょくし，平成１９年１０月に

は，当初予定を２箇月前倒しして，平成２０年１月１６日に開業する旨を発表することがで

きた。 
○ 本取組は，都市における重要な大量輸送機関である地下鉄を，より多くの市民の皆様にご利

用いただけるようにするものであり，お客様の利便性向上及びお客様の増加につながるもの

である。 

【今後の方向性】 

○ 平成２０年１月１６日の開業に向け，引き続き工程の適切な管理と建設費の削減，安全管理

の徹底に取り組む。 
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２２ 「「歩くまち・京都」交通まちづくりプラン」によるＴＤＭ施策との連携 

…高齢者や身体に障害のある人をはじめとするすべての人が安全で快適に，歩き，移動できる

「歩くまち・京都」を実現するため，交通事業者として積極的に参画する。 

この事業を進めるための取組 
公共交通の利用促進に向けた交通社会実験等への参画及び具体的な

取組の検討 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

歩いて楽しいまちなか戦
略推進協議会への参加

参加 １００％ 

東山交通対策研究

会への参加 
参加 １００％ 各種協議会・研究会への出席 

嵐山交通対策研究

会への参加 
参加 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

おもてなしキャンペーンの実施

回数（実施日程） 

観光シーズンに延べ９日

間実施（１７年度実績値）
１０日間実施 １１１％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

秋の観光シーズン（１１月）に

おける延着時分 

２７６時間以下/日

（１７年度実績値） 
１６２時間/日 １７０％ 

Ａ 

２２．「「歩くまち・京都」交通まちづくりプラン」によるＴＤＭ施策との連携 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の各種協議会や研究会への参画については，会議の参加と交

通局が事業者としてできることを行っており，また，おもてなしキ

ャンペーンの実施についても目標を達成している。成果である秋の

観光シーズン（１１月）における延着時分も，目標に達したことか

ら，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 各種協議会や研究会へ参画し，関係部署や関係機関と緊密な連携を取りつつ，京都市の交通

の大部分を担う立場から，京都市基本計画に位置づけられている「歩くまち・京都」の実現

に向け，役割を果たしている。 

○ 春・秋の観光シーズンには，市バス・地下鉄による快適な京都観光を楽しんでいただくため，

職員による案内サービスや観光地行きの臨時バスの運行などを内容とする「おもてなしキャ

ンペーン」に取り組んでいる。 

○ 成果の秋の観光シーズン（１１月）における延着時分については，これらの取組だけではな

く，京都市の交通政策と交通局の他の利用促進策などが相まって得られたものであることに

留意する必要がある。 

【今後の方向性】 

○ 京都市が進めている人や環境にやさしい公共交通優先型の「歩くまち・京都」の実現に向け，

交通局としての役割を積極的に担っていく。  

31  



 
２３ 市バス・地下鉄施設のバリアフリー化の推進 

…交通バリアフリー法及び「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」に基づき，市バス・

地下鉄のバリアフリー化を進め，高齢者や身体に障害のある方など，すべての方々にとって

公共交通機関を使った移動が容易になるよう努める。 

この事業を進めるための取組 

①ノンステップバス等低床型車両の導入促進 

②低床型車両に適したバス停留所への改善 

③地下鉄駅における多目的トイレへの改善 

④「京都地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想」に基づくバリアフリ

ー化の推進 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

ノンステップバス等低床型車両

の導入車両数 
１０１両 １０８両 １０７％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

バス停留所施設改善数 １５箇所 １６箇所 １０７％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

多目的トイレへの改修件数 ３駅 ３駅 １００％ 

活動量指標４ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

京都駅南口改札前の連絡ス

ロープ勾配の改善 
実施 実施 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

市バス・地下鉄の旅客数 
５２０，６９７人/日 

（１７年度実績値） 
５２９，５２２人/日 １０２％ 

ノンステップバス等低床型車

両の導入率 
６２．１％ ６３．１％ １０２％ 

多目的トイレへの改修率 ５８．８％ ５８．８％ １００％ 

Ａ 

２３．市バス・地下鉄施設のバリアフリー化の推進 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量のノンステップバス等低床型車両の導入車両数，バス停留所

施設改善数及び地下鉄駅トイレの多目的トイレへの改修件数はいず

れも目標を達成し，京都駅南口改札前の連絡スロープ勾配の改善も

実施した。成果である市バス・地下鉄の旅客数も前年度を上回った

ほか，ノンステップバス等低床型車両の導入率，多目的トイレへの

改修率も目標を達していることから，総合評価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 全７５０両中，ノンステップバス等低床型車両の導入車両数は累計で４７３両となった。う

ち，ノンステップバスは４５４両であり，導入率は，国の目標値である３０％を大きく上回

る，６０.５％となった。 
○ 市バス・地下鉄をすべてのお客様にご利用いただきやすい施設へと改良することは「京都市

交通バリアフリー全体構想」の推進に大きく寄与するとともに，お客様の安全性や利便性の

向上につながるものである。 

32  



【今後の方向性】 

○ 市バスのバリアフリー化推進のため，継続してノンステップバス等低床型車両の導入を拡大

するとともに，導入に合わせた停留所施設の改善を行う。 
○ 地下鉄については，引き続き多目的トイレへの改修など，更なるバリアフリー化の実現を図

る。 
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２４ 環境保全対策の推進 

…事業活動に伴う環境負荷を少なくするため，バス車両の低公害車及び低燃費車への代替を

行うとともに，交通局本庁舎において，ＩＳＯ１４００１の認証取得に向け取り組むことにより，

大気汚染や温暖化等を抑制し，地球環境を保全する活動の先導的役割を担う。 

この事業を進めるための取組 

①天然ガスバスの導入促進 

②アイドリングストップバスの導入促進 

③バイオディーゼル燃料「みやこ・めぐるオイル」の使用拡大 

④ＩＳＯ１４００１の認証取得 

活動量指標１ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 総合評価

低公害車の導入車両数 
３両 

（天然ガスバス） ３両 １００％ 

活動量指標２ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

低燃費車の導入車両数 
９８両 

（アイドリング・ストップバス） １０５両 １０７％ 

活動量指標３ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

バイオディーゼル燃料使用 

車両数 
９３両 ９３両 １００％ 

活動量指標４ 活動量目標 活動量実績値 活動量達成度 

ＩＳＯ１４００１認証取得に向け

た取組 

・取組開始宣言（キック
オフ宣言） 

・職員への研修 
・平成１９年１月から試

行実施の開始 

すべて実施 １００％ 

成果指標 成果目標 成果実績値 成果達成度 

低公害車・低燃費車導入によ

るＣＯ２削減量 
５３３．７ｔ削減 ５６９．４ｔ削減 １０７％ 

Ａ 

２４．環境保全対策の推進 

達
成 Ｂ Ａ

未
達
成

Ｃ Ｂ

未達成 達成

活動量

成
果

 

活動量の低公害車や低燃費車の導入車両数や，バイオディーゼル燃

料使用車両数も目標を達成している。また，成果である低公害車・

低燃費車導入によるＣＯ２削減量も目標を達成したことから，総合評

価は「Ａ」とする。 

【考 察】 

○ 全７５０両中，低公害車（天然ガスバス）は累計で３６両，低燃費車は累計で４８０両，黒

煙等減少装置（ＤＰＦ）設置車両は累計で５１両となった。 
○ 市バス車両の低公害化の推進は，地球温暖化の防止につながると同時に，市民の環境保全意

識の高まりにも寄与するものである。また，ＩＳＯ１４００１認証取得に向けた取組を実施

することで，職員の環境保全意識を高めることができた。 

【今後の方向性】 

○ 今後も取組を着実に推進するとともに，更に高い効果を期待できる新たな技術が普及した際

には，これを取り入れていくことが必要である。 
○ ＩＳＯ１４００１の認証については，平成１９年８月２９日に壬生庁舎において取得するこ

とができた。  
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